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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公表番号】特表2008-543338(P2008-543338A)
【公表日】平成20年12月4日(2008.12.4)
【年通号数】公開・登録公報2008-048
【出願番号】特願2008-518339(P2008-518339)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ   5/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｎ   5/00    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月27日(2009.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒト胚性幹（ｈＥＳ）細胞から心筋細胞系列細胞を得るための方法であって、
ａ）アクチビンＡの存在下であるがＢＭＰの非存在下で該ｈＥＳ細胞を培養する工程；お
よび
ｂ）その後、該細胞をＢＭＰの存在下であるがアクチビンＡの非存在下で培養する工程
を包含する、方法。
【請求項２】
　前記ＢＭＰがＢＭＰ－２、ＢＭＰ－４またはＢＭＰ－７である、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記ＢＭＰがＢＭＰ－２である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＢＭＰがＢＭＰ－４である、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＢＭＰがＢＭＰ－７である、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記ｈＥＳ細胞が、アクチビンＡの存在下で約１日間培養された後、前記ＢＭＰの存在
下で約４日間培養される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＢＭＰ培養工程に続いて、培地がアクチビンＡもＢＭＰも含まない培養工程をさら
に包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記追加の培養工程が少なくとも１週間にわたり行われる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記追加の培養工程が少なくとも２週間にわたり行われる、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記追加の培養工程がＩＧＦ－ＩまたはＩＧＦ－ＩＩを含有する培地中で行われる、請
求項７に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記追加の培養工程がＩＧＦ－Ｉを含有する培地中で行われる、請求項１０に記載の方
法。
【請求項１２】
　胚様体を形成させる工程を含まない、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＢＭＰ培養工程に続いて、前記培養物から細胞を回収する工程、および該回収した
細胞集団を心筋細胞系列細胞について富化させる工程をさらに包含する、請求項１に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記回収した細胞集団がパーコール勾配によって富化される、請求項１３に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記富化が心臓体の形成を伴う、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　ｈＥＳ細胞から心筋細胞系列細胞の富化集団を得る方法であって、
ａ）アクチビンＡの存在下であるがＢＭＰの非存在下で、無血清培地中で約１日間該ｈＥ
Ｓ細胞を培養する工程；
ｂ）その後、ＢＭＰの存在下であるがアクチビンの非存在下で、無血清培地中で約４日間
培養する工程；
ｃ）該培養物から細胞を回収する工程；および
ｄ）該回収した細胞集団を心筋細胞系列細胞について富化させる工程
をこの順序で包含する、方法。
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